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2園の段階的縮小期間の運営に係る基本的な考え方を示している。入所児童の募

集については、 原則定員まで募集する。 また、 保育士（正規職員）に係る職員体

制については、児童定員数に応じて適正な人員を配置するとし、令和6 年度の保

育士体制（正規職員）1 2人以上、 令和7年度9人以上としている。

3 本件 2 園における令和6 年度職員体制

(1) さくら保育園

さくら保育園における令和6年度の職員配置は、 2歳児クラス定員1 8人

に対して3人の担当保育士 、 3歳児から5歳児までの異年齢クラス（各定員 

24名）のうち 「 わかば組」に対して2人の担当保育士、 「みのり組」に対し 

て2人の担当保育士とされているほか、 2人の加配保育士（利用定員9 0人

以下の施設、 保育標準時間）、 1人の園長（施設長）が配置されていた。

なお、 原告●●（前訴原告）の子は、 1歳児クラスを設けることはせ

ず、 2歳児クラスとの合同保育を行っていた。

(2) くりのみ保育園

くりのみ保育園における令和6年度の職員配置は、 2歳児クラス定員1 8

人に対して3人の担当保育士、 3歳児から5歳児までの異年齢クラス（各定

員24名）のうち 「 うみ組」に対して2人の担当保育士、 「やま組」に対して

2人の担当保育士、 「 そら組」 に対して2人の担当保育士とされているほか、

2人の加配保育士（利用定員9 0人以下の施設、保育標準時間）、 1人の園長

（施設長）が配置されていた。

4 本件2園における令和7年度職員体制

(1) さくら保育園

3歳児から5歳児までの異年齢クラス（定員24名）のうち 「 わかば組」

に対して2人の担当保育士、 「みのり組」に対して2人の担当保育士とされて
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いるほか、 2人の加配保育士（利用定員9 0人以下の施設、 保育標準時間）、 

1人の園長（施設長）が配置されている。 原告●●（前訴原告） の子につい

ては、 「ふたば組」として加配保育士1名を担任とするなど、 日中は、 活動に

応じて3歳児から5歳児までの異年齢クラスとの合同保育を行っている。

(2) くりのみ保育園

3歳児から5歳児までの異年齢クラス（定員24名） のうち 「うみ組」に

対して2人の担当保育士、 「やま組」に対して2人の担当保育士、 「 そら組」

に対して2人の担当保育士とされているほか、 2人の加配保育士（利用定員

9 0人以下の施設、保育標準時間）、1人の園長（施設長）が配置されている。

5 被告の主張

(1) さくら保育園について

ア 令和6年度におけるさくら保育園の職員体制は、 2歳児クラス定員1 8

人に対して3人の担当保育士、 3歳児から5歳児までの異年齢クラス（各

定員24名） のうち 「 わかば組」に対して2人の担当保育士、 「みのり組」

に対して2人の担当保育士とされているほか、 2人の加配保育士（利用定

員9 0人以下の施設、 保育標準時間）、 1人の園長（施設長）が配置され

た10人であるところ、仮に、改正前の小金井市立保育園条例に基づいて、

0歳児ないし5歳児クラスの全クラスを募集再開する（本件改正条例前の

小金井市立保育園条例に基づくさくら保育園全体の定員、本件改正条例に

基づく2歳児から5歳児の募集に係る前記2の方針、本件改正条例前のO

歳児及び1歳児の募集を参考としたあくまで仮定のもの である。） には市

の配置基準上、0歳児クラス3人、1歳児クラス3人、2歳児クラス3人、

3歳児から5歳児の異年齢3クラス6人、 加配保育士（ 保育標準時間） 1 

人、 施設長1人の合計17人の常勤保育士が必要となる。 しかるに、 当時

0歳児ないし1歳児クラスを募集再開するにあたっては、7人の常勤保育
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ていることとなる。

(3) 小括

したがって、 現に勤務する保育士体制を踏まえると、 本件2園について直

ちに安心・安全な児童の預かりを本件改正条例前と同様に再開できるような

状況ではない。

6 原告ら主張への反論

(1) 原告らは、 原告●●（前訴原告）の1歳の子がさくら保育園に入所したた

め、 同保育園には1歳児クラスが設けられた。 1歳児クラスが設けられたと 

いうことは、 その分の保育士が配置されたはずであるところ、 1歳児につい

ての保育士配置基準がおおむね保育士1 :児童6である点に鑑みれば、 少な

くとも原告●●（前訴原告）の子に加えて数名の1歳児の募集が可能であっ

たと主張する。

しかしながら、 上記で述べたとおり、 令和6年度のさくら保育園では前訴

原告の子に対し1歳児クラスを設けることはせず、 2歳児クラスとの合同保

育を行っていた。 しかるに、 原告らが主張するように原告●●（前訴原告）

の子に加えて数名の1歳児の募集を行うには、 新たに1歳児クラスを新設す

る必要があるところ、 これには市の配置基準上、 常勤保育士が最低でも2人

必要となるため、 直ちに募集を行うことができるものではない。

また、 1歳児6人につき1人以上の保育士を必要とするのが国の基準であ

るから、 常勤保育士が1人配置されれば児童6人の保育が可能となるかとい

うと、 実際の保育はそのような単純なものではない。 その1人の保育士に係

る1日の所定労働時間は7時間4 5分であるところ、 小金井市立保育園の保

育標準時間は午前7時から午後6時までの11時間であるから、 到底その月

曜日から土曜日まで全ての時間を常勤保育士1人で対応することは不可能で

ある（毎日残業を行うことを前提とすれば別であるが）。 そして、 クラスにつ
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高裁判例解説民事篇昭和62年度30 7頁から30 9頁参照）。本件の場合、本

件専決に違法があっても、その違法は、最高裁平成21年11月26日判決（民

集63巻9号21 2 4頁）の判旨に照らし、 本件2園において保育を受けるこ

とを期待し得る法的地位にない原告らの権利義務や法的地位に影響を及ぼすも

のではなく、 また前記第3で述べたとおり、 瑕疵の治癒と評価し得る事情があ

り、瑕疵があっても、その違法が何入の目にも明らかであるとは到底言えない。

前訴判決も「地自法17 9条1項本文の要件を充足しない違法な専決処分によ

って制定された条例が無効になるとの見解が一般的であったとまで認めるに足

りる証拠はなく」（前訴判決、甲第3号証）と判示しているところである。 加え

て、 本件改正条例に基づき、 本件2園の段階的募集停止を含む小金井市内の5

0超の保育施設等入所に係る700人超の利用調整事務が、 令和5年度、 同6

年度、 同7年度と続いており、 現にこれによる保育が継続しているところ、 こ

れを市議会も認めているのである 。

したがって、 本件改正条例が無効とはいえないのであって、 現市長をはじめ

とする被告の公務員が本件改正条例に則って原告らに対応することは何ら職務

上の義務違反とはならず、 国家賠償法上の違法が生ずる余地はない 。

なお、 原告●●（前訴原告）は、 前訴判決の当事者であり、 取消判決を得て

一 一いるが、 判決の拘束力は裁判所が違法とした同 の理由・資料に基づいて同
人に対し同一の行為をすることを禁ずるものである（青森地裁昭和25年11 

月16日判決・行裁例集1巻11号16 2 6頁、 東京高裁昭和30年10月2

8日判決・労民集6巻6号8 4 3頁）。前訴判決は、原告●●が、 その子につき

希望する保育園に入所することを拒否された行為が対象となっており、一方、

本件では原告●●の子ではなく、 原告●●の子以外の児童が希望する保育園に

入所できるようにすることを対象としているものであって、 同一人に対する処

分・措置を対象とするものではないし、 同一の行為を対象とするものでもない

のであって、 前訴取消判決の拘束力が及ぶものではない。
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第5 結語

以上のとおり、 原告らの侵害行為の主張に理由がないことは前記第1、 第2

で述べたとおりであり、 また、 本件専決の瑕疵治癒についても第3で述べたと

おりであり、 本件改正条例による被告の公務員の職務執行が職務上の法的義務

違反にならないことは、 前記第4で述べたとおりであって、 何れにしても被告

が原告らに対して国家賠償法上の賠償の責めに任ずる理由はないのであるから、

本件各請求は速やかに棄却されるべきである。

以 上

＼
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